
 

 

含まなければ免除の対象に

はなりません。 

今回の改正は、短期の育

児休業の取得に対応して、

育児休業期間に月末を含ま

ない場合でも、月内に２週

間以上の育児休業を取得し

た場合には当該月の保険料

を免除するとともに、賞与

に係る保険料については１

カ月を超える育児休業を取

得している場合に限り免除

の対象とするというもので

す。 

 

コロナ禍で急増のおそれ

も… 「アルコール依存

症」への職場対応 

◆コロナ禍で懸念される「ア

ルコール依存症の増加」 

 新型コロナウイルス感染

症の流行に伴い、働き方や生

活時間の変化によってさま

ざまなストレスが生じてい

ること、また在宅勤務により

お酒を長く多量に飲みやす

い環境ができたことなどに

より、現在、アルコール依存

症患者の増加が懸念されて

います。 

 アルコールの問題は個人

の問題と捉えられがちです

が、仕事に関するストレスが

原因となって大量の飲酒に

つながることが多いことが

指摘されており、アルコール

依存症とストレスや過重労

働には深い関係があるとい

われていますので、企業とし

ても、「職場の心の健康問題」

として対策を講じていく必

要があります。 

◆アルコール依存症が引き

起こす職場のトラブル 

 ＷＨＯ（世界保健機構）に

よれば、アルコール関連問題

は、大きく、健康問題・家族

問題・職業問題・経済問題・

刑事問題に分類され、個人の

健康問題（肝臓・膵臓・心臓・

脳・欠陥・神経など全身のさ

まざまな病気を引き起こし、

ときに死に至らしめること

もあります）のみにとどまら

ず、多くの社会的影響を及ぼ

します。 

 職場では、業務効率の低下

が見られることになるでし

ょう。また、注意力が低下す

ることで、事故の危険性も高

まります。遅刻・早退や無断

欠勤が繰り返されることに

よる周囲への悪影響も看過

できません。 

◆アルコール依存症への職

場対応 

 アルコール依存症の治療

には、本人の「何とか治した

い」という治療意欲が欠かせ

ません。酒臭い状態で出勤し

てきた際、また無断欠勤をし

た際などには、就業規則にの

っとり懲戒処分の対象とす

るなど、厳しい態度で接して

いくことが重要です。これに

より「このままではいけない」

との自覚を促し、いち早く治

療につなげてあげることが、

その人のことを考えた本当に

あたたかい対応だといえま

す。 

 もちろん、労働者がストレ

スをため込み過剰な飲酒に走

ることのないよう、ストレス

対策を講じていくことも欠か

せません。産業医などとも連

携し、適切なアルコール依存

症対策・ストレス対策を取る

ことが望まれます。 
 

 

当事務所よりひと言 
労度保険の年度更新と社会

保険算定基礎届の提出が終

了しました。算定基礎届の

提出により 9月からの社会

保険料が変更（10月支払い

給与から控除）になる方が

います。当事務所からの保

険料通知（8月送付予定）

を確認願います。 

また労働保険の納付ですが

口座振替にしますと 1期目

の納付が 9月中となり納付

書での納付（7月 10日ま

で）より遅く出来ますので

振込忘れを防ぐ意味でも口

座振替の届の提出をお勧め

します。 

今回の改正は、出勤に伴

い不支給となった期間があ

る場合、その分の期間を延

長して支給を受けられるよ

うに、支給期間の通算化を

行うというものです（支給

を始めた日から通算して１

年６カ月支給）。がん治療

などで入退院を繰り返すな

ど、長期間にわたり療養の

ための休暇をとりながら働

くケースなどがあることか

ら、改正になりました。 

◆任意継続被保険者制度の

見直し（令和４年１月１日

から施行） 

任意継続被保険者制度

は、健康保険の被保険者

が、退職した後も選択によ

って引き続き最大２年間、

退職前に加入していた健康

保険の被保険者になること

ができる制度です。 

保険料は全額被保険者負

担（事業主負担なし）で、

従前の標準報酬月額また

は、当該保険者の全被保険

者の平均の標準報酬月額の

うち、いずれか低い額に保

険料率を乗じた額を負担し

ます。任意継続被保険者と

なった日から２年を経過し

たときや、保険料を納付期

日までに納付しなかったと

き、就職して健康保険など

の被保険者資格を取得した

とき、後期高齢者医療の被

保険者資格を取得したと

き、被保険者が死亡したと

きのいずれかに該当すると

きは、被保険者の資格を喪

失します。 

今回の改正は、任意継続

被保険者の保険料の算定基

礎の見直しや（健康保険組

合が規約に定めた場合は、

当該保険者の全被保険者の

平均の標準報酬月額より従

前の標準報酬月額が高い任

意継続被保険者について

は、従前の標準報酬月額を

保険料の算定基礎とするこ

とができるようになる）、

被保険者からの申請による

資格喪失を可能とするとい

うものです。 

◆育児休業中の保険料の免

除要件の見直し（令和４年

10月１日から施行） 

 育児休業中の社会保険の

保険料免除は、現在、月の

末日時点で育児休業をして

いる場合に、当該月の保険

料（賞与保険料含む）が免

除される仕組みです。その

ため例えば、月中に２週間

の育休を取得したとして

も、休業期間に月の末日を

健康保険法改正で傷病手

当金の通算や育休中の社

会保険料免除が変更に 
 「全世代対応型の社会保

障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正す

る法律」が第 204回国会で

可決・成立し、６月 11日に

公布されています。 

以下で、主な改正事項を

ご紹介します。 

◆傷病手当金の支給期間の

通算化（令和４年１月１日

から施行） 

傷病手当金は、業務外の

事由による病気やケガの療

養のために休業するとき

で、一定の要件に該当した

場合に支給されるもので、

支給期間は、支給が開始さ

れた日から最長１年６カ月

です。これは、１年６カ月

分支給されるということで

はなく、１年６カ月の間に

仕事に復帰した期間があ

り、その後再び同じ病気や

ケガにより仕事に就けなく

なった場合でも、復帰期間

も含めて１年６カ月に算入

されます。支給開始後１年

６カ月を超えた場合は、仕

事に就くことができない場

合であっても、傷病手当金

は支給されません。 
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